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本紙は、「明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド」の投資信託説明書（交付目論

見書(2023.12.20)）の訂正事項を記載したものです。つきましては、同投資信託説明書(交付目論見

書)の該当部分を本紙にしたがい読み替えのうえ、ご参照いただきますようお願い申し上げます。 

 

「明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド」の受益権の募集については、明治安田

アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価

証券届出書を2023年12月19日に関東財務局長に提出しており、2023年12月20日にその届出の効力が生

じております。また、委託会社は、同法第７条の規定に基づき、当該訂正事項にかかる有価証券届出

書の訂正届出書を2024年1月23日に関東財務局長に提出しております。 

 

本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添

付されております。ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記の委

託会社インターネットホームページで閲覧およびダウンロードすることができます。 

ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問合わせください。 

 

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では

商品内容の重大な変更に関して事前に投資者（受益者）の意向を確認する手続き等が規定されており

ます。 

また、当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財

産等との分別管理等が義務付けられています。 

投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて

交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録して

おくようにしてください。 

 

 

明治安田アセットマネジメント株式会社 
電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前 9 時～午後 5 時） 

ホームページアドレス https://www.myam.co.jp/ 



１【交付目論見書の訂正理由】 

信託の終了（繰上償還）にかかる手続きを開始することを決定したことに伴い、2024年1月23日付で

有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出したため、投資信託説明書（交付目論見書

（2023.12.20））の記載事項の一部について、以下の通り訂正するものです。 
 

２【訂正の内容】 

 

訂正後の内容を記載しております。 
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お申込みメモ 

（略） 

購入の申込期間 2023 年 12 月 20 日から 2024 年 6 月 19 日まで 

※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新

されます。 

※当ファンドは、信託約款の規定に基づき、2024 年 3 月 19 日に信託終了（繰上

償還）を行う予定です。当ファンドの信託終了（繰上償還）に係る書面決議

は、2024 年 1 月 25 日現在の議決権を行使することができる受益者の 3 分の 2

以上の賛成をもって可決されます。その場合、予定通り信託終了（繰上償還）

を行います。本書面決議の結果、当ファンドの信託終了（繰上償還）が可決

された場合は、2024 年 2 月 21 日を 終日として当ファンドの取得の申込みの

受付は中止され、以後の申込期間の更新は行われません。 

（略） 
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信託期間 2021年3月26日から2031年3月18日まで 

※書面決議の結果、当ファンドの信託終了（繰上償還）が決定された場合は、

信託期間の末日は2024年3月19日に変更されます。 

（略） 
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＜おしらせ＞ 

当ファンドは、信託約款の規定に基づき、2024 年 3 月 19 日に信託終了（繰上償還）を行う予

定です。 

当ファンドの信託終了（繰上償還）にかかる書面決議は、2024 年 1 月 25 日現在の議決権を行

使することができる受益者の３分の２以上の賛成をもって可決されます。その場合、予定通り

信託終了（繰上償還）を行います。ただし、上記による賛成が得られず、議案が否決された場

合は、信託終了（繰上償還）を行いません。この場合、信託終了（繰上償還）を行わない旨お

よびその理由を速やかにお知らせいたします。 

なお、信託終了（繰上償還）の決定（2024 年 2 月 21 日予定）につきましては、当社ホームペ

ージ上にてご確認いただけます。 

 

 

以上 



本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
愛称:未来コレクター
追加型投信／内外／株式
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投資家の皆さまへ
私たちを取り巻く環境は、様々な“イノベーション”により変化がもたらされています。
例えば、食事の選択肢にテイクアウトやデリバリーといった新たなサービスが１つ加わるだけ
で私たちの生活はますます便利になりました。企業が広告収入を活用した新しいビジネスを
生み出し、私たちは無料で映画や音楽を楽しむこともできるようになりました。
産業革命をもたらした蒸気機関や電気といった画期的な新技術だけが、イノベーションという
わけではありません。私たちに利便性や快適さをもたらす身近な生活の変化もイノベーション
の１つであり、今なお進行中です。こうした多様性に満ちたイノベーションは、５年後、10年後、
30年後、私たちの想像をはるかに超えた見たこともない未来をもたらすことになるでしょう。
当ファンドは、イノベーションを生みだし大きく成長していく企業を、世界中の上場企業の中か
らつぶさに探し出し、選び抜いて投資します。当ファンドを通じて、イノベーションの果実を、生
活の面だけでなく投資の面からも獲得していただければ幸いです。

明治安田アセットマネジメント株式会社

明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの受益権の募集については、明治安田アセッ
トマネジメント株式会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届
出書を2023年12月19日に関東財務局長に提出しており、2023年12月20日にその届出の効力が
生じております。
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では
商品内容の重大な変更に関して事前に投資者（受益者）の意向を確認する手続き等が規定されてお
ります。
また、当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財
産等との分別管理等が義務付けられています。
投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じ
て交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録し
ておくようにしてください。

商品分類 属性区分
単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象

地域 投資形態 為替ヘッジ

追加型 内外 株式
その他資産

（投資信託証券
（株式　一般））

年２回 グローバル
（日本を含む）

ファミリー
ファンド なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。

※上記、商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（URL:https://www.toushin.or.jp/）で閲覧が可能です。
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■ ファンドの目的
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド（以下、「当ファンド」という
ことがあります。）は、日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場して
いる株式等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行い
ます。

■ ファンドの特色
●特色①

主として日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場（上場予定を含み
ます。）している株式等（ＤＲ（預託証券）等を含みます。）の中から、イノベーション
に着目して、持続的な成長が期待される企業に実質的に投資します。
◆投資にあたっては、明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド（以

下、「マザーファンド」ということがあります。）を通じて行います。
◆マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

クラウド

AI（人工知能） ロボティックス

金融（フィンテック）
・デジタル金融/資産
・リスク容認度に応じた投資
・新興国における企業の躍進

自動車革命
・電気自動車/バッテリー
・全自動運転
・更なる電装化と
 サプライチェーンの変化

気候変動
・再生可能エネルギー
・投資/借入

消費者の嗜好
・モノからコト消費へ
・環境/社会課題への
 関心の高まり

当ファンドが着目する
イノベーション

従来
注目されていた
イノベーション

IoT（モノのインターネット）

小売り
・デジタルマーケティング
 の進化
・店舗とeコマースの一体化

教育
・デジタル
・ビックデータと機械学習の応用

医療＆健康
・革新的な治療薬／
 治療法
・コスト削減

※上記はウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが着目する“グローバルイノ
ベーション”をわかりやすく説明するためのイメージです。すべてを網羅しているわけではあ
りません。

１．ファンドの目的・特色
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●特色②
ボトムアップ・アプローチに基づいて、イノベーションを体現する企業、イノベー
ションから恩恵を受ける企業に投資します。
◆銘柄選定にあたっては、企業をトレンド、イノベーション、持続可能性、リスク、株価の割

安度等の観点から分析・評価を行います。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄についてリスク見合いの確信度、

ポートフォリオ全体のリスク等を勘案し、組入比率を決定します。

＜銘柄の評価手法（イメージ図）＞
当戦略では、自社の運命を自らコントロール可能な、持続的な成長が期待できる企業を
厳選します。
トレンド（Trend）、イノベーション（Innovation）、参入障壁（Barriers to Entry）、リスク

（Risk）およびサステナビリティとESG（Sustainability and ESG）の観点で企業を評価し、
各項目の評価を総合的に判断し算出したスコアをもとに企業をランキングします。
企業の総合スコア（TIBRS）＝T ＋ I ＋ B － R ± S

ESG要因は企業の総合スコア（TIBRS）の評価項目のひとつとして統合されています。

◆ＥＳＧ※にかかるリスクや投資機会は、銘柄選定とポートフォリオ構築の過程において、
体系的に評価されます。これらの評価は投資判断を決定付けるものではなく、その結
果評価の低かった銘柄をポートフォリオに組み入れる可能性があります。
※ESG：Environment（環境）、Social（社会）、Governance（統治）の頭文字を取ったものです。

企業が長期的に成長するには、この「ESG」への取り組みが重要であるとの見方が世界で広
まりつつあります。
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●特色③
マザーファンドの運用に当たっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エ
ルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーとは

1928年創業の米国に本社を構える世界最大規模の大手運用機関の一つです。株式運用、債券運用、オルタナティ
ブ運用など幅広い商品を提供しています。米国のボストン本社を含め、世界の主要金融センターに運用および営業
部門の拠点を配置しています。　＜運用資産残高（2023年9月末現在）　：　1,145,288（百万米ドル）　＞

資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

■ 運用プロセス
ファンダメンタル分析およびバリュエーション分析でランキングされた投資対象ユ
ニバースから、中長期的（５年～10年）な視点で高い成長が見込まれる銘柄を選択し
ます。

世界の上場株式（含む日本、新興国）

投資対象ユニバース

投資対象銘柄候補

セクターアナリスト
による分析

投資アイディアの創出

ファンダメンタル分析

バリュエーション分析

ポートフォリオ構築

●イノベーションの原動力、イノベーション
およびトレンドからの恩恵に着目

●長期的な視点で、市場規模、市場シェア、
収益見通しを分析

●リスク見合いの確信度により
ポジションサイズを決定

●国・業種・テーマの配分比率のチェック

●「トレンド」「イノベーション」「参入障壁」
「リスク」「サステナビリティとESG」の
５項目について分析

●セクターアナリストによる
モニタリング銘柄の絞り込み

ポートフォリオ構築ポートフォリオ構築

※上記はウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにおける運用プロセスであり、今
後変更となる場合があります。
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■ ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、
お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主と
してマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕
組みです。

ベビーファンド マザーファンド

投資者
（受益者）

明治安田ウエリントン・
世界イノベーション
株式ファンド

明治安田ウエリントン・
世界イノベーション
株式マザーファンド

世界の株式
（日本、新興国含む）

申込金 投資

損益

投資

損益分配金
償還金等

※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。

■ 主な投資制限

■ 株式への投資割合 株式への実質投資割合には制限を設けません。

■ 同一銘柄の株式への投資割合 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。

■ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除
きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。

■ 外貨建資産への投資割合 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

■ 分配方針
年２回（３月、９月の20日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下
の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分

配を行うものではありません。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社

の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
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■ 基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもありま
す。)に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運
用により信託財産に生じた運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額
の下落により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
＜主な変動要因＞

株 価 変 動
リ ス ク

株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行
体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。
保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因と
なります。また、新興国の株式は、先進国の株式と比較して価格
変動が大きくなる傾向があり、基準価額に大きな影響を与える場
合があります。

為 替 変 動
リ ス ク

外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。
ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇
する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場
合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動

（円高）は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

流 動 性リスク

有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなく
なることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流
動性が低くなった場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な
価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価
額を下げる要因となります。

信 用 リ ス ク

投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の
支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引
の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性
があります。

カ ン ト リ ー
リ ス ク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場
に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられ
た場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。また、新興国への投資は一般的に
先進国と比べてカントリーリスクが高まる場合があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2．投資リスク
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■ その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）

の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た

る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止とな
る可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効
率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に
伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益

を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益
率を示すものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額
の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下
落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基
準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

■ リスクの管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリス
クコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各
種委員会等において協議・報告される体制となっています。

＜流動性リスク管理体制＞
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リス
クのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
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■ 参考情報
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド

当ファンドの年間騰落率および
分配金再投資基準価額の推移

当ファンドと他の代表的な
資産クラスとの騰落率の比較

対象期間：2018年10月～2023年９月
（円） （％）
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当ファンド 日本株 先進国株新興国株日本国債 先進国債新興国債

25.2

-26.9

（注）

-5.1-5.1

平均値
最大値
最小値

※グラフは、ファンドの5年間の各月末における分配金再投資基
準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出しており、
実際の基準価額と異なる場合があります。以下同じ。）および
各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額をも
とに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間
騰落率とは異なる場合があります。

（注）当ファンドは、設定日以降のデータで表示しています。

※グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較
できるように、5年間の各月末における直近１年間の騰落率
データ（60個）を用いて、平均、最大、最小を表示したものです。

※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基
準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出）をもと
に計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰
落率とは異なる場合があります。

※すべての資産クラスが、当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）当ファンドは、設定日以降のデータで表示しております。した

がって、データの個数が異なります。

＜各資産クラスの指数について＞
資産クラス 指数名称 権利者

日本株 東証株価指数（TOPIX)（配当込み） 株式会社JPX総研又は
株式会社JPX総研の関連会社

先進国株 MSCI-KOKUSAI（配当込み・円換算ベース） MSCI Inc.
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） MSCI Inc.

日本国債 NOMURA-BPI（国債） 野村フィデューシャリー・リサーチ＆
コンサルティング株式会社

先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） FTSE Fixed Income LLC
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC

（注）海外指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、各月末の指数値を円換算または円ベースとしています。
※各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。

また、各権利者は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
各指数の内容について、詳しくは投資信託説明書（請求目論見書）をご覧ください。
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3．運用実績
2023年９月29日現在

基準価額・純資産の推移

※分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資し
たものとして算出しています。
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＜設定日＞

2021/９ 2022/３ 2022/９ 2023/３ 2023/９
（年/月）

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

基 準 価 額 10,533円 純 資 産 総 額 31億円

分配の推移
分配金の推移

2023年９月 0円
2023年３月 0円
2022年９月 0円
2022年３月 0円
2021年９月 0円

設定来累計 0円
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額
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※最新の運用状況は委託会社のホームページでご確認することができます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

組入上位10銘柄（マザーファンド）
銘柄名 業種 投資比率（％）

1 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 6.28
2 AMAZON.COM INC 一般消費財・サービス流通・小売り 5.36
3 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービス 5.14
4 ELI LILLY AND COMPANY 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.71
5 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 4.69
6 MASTERCARD INC - A 金融サービス 3.61
7 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 消費者サービス 3.39
8 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3.34
9 PROLOGIS INC ― 3.24
10 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 3.05

※投資比率はマザーファンドの対純資産総額比

主要な資産の状況

年間収益率の推移（暦年ベース）
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-26.9

29.4

（％）

-40
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40
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※収益率は分配金（税引前）を再投資したものとして算出しています。
※2021年は設定日（2021年３月26日）から年末までの収益率、2023年は９月末までの収益率を表示しています。
※ファンドにはベンチマークはありません。
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■ お申込みメモ
購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。

購 入 価 額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

（基準価額は１万口当たりで表示しています。以下同じ。）
※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。

購 入 代 金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。

換 金 価 額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を控除し
た額とします。

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目から受益者に支払います。

申込締切時間
原則として、販売会社の営業日の午後３時までに販売会社が受付けた分を当日
の申込みとします。

購 入・換 金
申 込 不 可 日

ニューヨークの証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日には、購入・換
金の申込はできません。

購入の申込期間
2023年12月20日から2024年6月19日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新

されます。

換 金 制 限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設け
る場合があります。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の
中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付を中止すること、およ
びすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。

4．手続・手数料等
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信 託 期 間 2021年３月26日から2031年３月18日まで

繰 上 償 還

委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回った場合、この信託契約を解約
することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が
発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。

決 算 日 毎年３月20日および９月20日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

年２回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があり

ます。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合が
ありますので、販売会社へお問合わせください。

信託金の限度額 1,000億円

公 告
原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。
https://www.myam.co.jp/

運 用 報 告 書
決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託
財産にかかる知れている受益者に交付します。

課 税 関 係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場

合に少額投資非課税制度の適用対象となります。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISA制度の要件を満たすことが確認
された場合には、同制度の適用対象となる予定です。詳しくは、販売会社へお
問合わせください。
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■ ファンドの費用・税金
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た
額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社に

お支払いいただきます。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換金
時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの純資産総額に対し、年1.848％（税抜1.68％）の率を乗じて得た額が
ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映
されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われ
ます。
＜内訳＞

配分 料率（年率）
委託会社 1.045％（税抜0.95％）
販売会社 0.77％（税抜0.7％）
受託会社 0.033％（税抜0.03％）

合計 1.848％（税抜1.68％）
＜内容＞

支払い先 役務の内容

委託会社
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用
報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付およ
び届出等にかかる費用の対価

販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
でのファンドの管理等の対価

受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用（信託報酬）

＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
※ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに対する報酬は、信

託報酬のうち委託会社が受ける報酬の中から支払われ、その報酬額は当ファ
ンドに係るマザーファンドの純資産総額に対し年0.65％の率を乗じて得た額
とします。

そ の 他 の
費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0055％（税抜
0.005％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合
に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管
費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負
担いただきます。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、

上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によっ
て見直され、変更される場合があります。

※当該手数料等の合計額については､投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので､表示
することができません｡



14

ファンドの税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税及び
地方税

配当所得として課税します。
普通分配金に対して…………………………………20.315％

換金（解約）時
及び償還時

所得税及び
地方税

譲渡所得として課税します。
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して…20.315％

※上記は2023年9月末現在のものです。
※現行の少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合

毎年、一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできま
せん。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当
する方が対象となります。
なお、2024年1月からは新しいNISA制度がスタートし、現行NISAでの新規の買付けは出来なく
なります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。

※新しいNISA（少額投資非課税制度）について
2024年1月よりNISA制度が新しくなり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、無
期限で非課税の適用を受けることができます。詳しくは販売会社へお問合わせください。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所

得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金
の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※法人の場合については上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細に

つきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。


